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一般財団法人 環境優良車普及機構広報誌 ORGANIZATION FOR THE PROMOTION OF LOW EMISSION VEHICLES
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令和４年「年頭のご挨拶」
一般財団法人環境優良車普及機構会長

岩村 敬
令和４年「年頭の辞」
国土交通省自動車局長

秡川 直也

・LEVOが関係している補助事業等に係る国の令和４年度予算
・社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業〈２次・３次公募結果について〉
・第３回環境優良車普及講演会『次世代商用車に関わる最近の動向について』開催 
・令和３年度 環境イベント出展・参加予定!
・「デジタコ技術」と「ドラレコ技術」のハイブリット化で究極の予防安全を実現する矢崎のハイブリッド型デジタルタコグラフ『ＤＴＧ７』
・ＳＧシステムが考えるクラウド型次世代運行管理システム『Biz-Fleet』で最大限の効果を創出
・メールマガジン登録者募集中!

・環境機器EMS導入座談会：後編

共進運輸株式会社×株式会社テレコム×ＬＥＶＯ



予断を許さない状況が続くものと思われます。
　このような状況の中で、昨年10月に就任した岸田総理大臣
は、所信表明演説で「2050年カーボンニュートラルの実現に向
け、温暖化対策を成長につなげる、クリーンエネルギー戦略を
策定し、強力に推進いたします。」と表明し、菅前内閣が策定し
た「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を
さらに進めることとなりました。
　昨年６月に公表されたグリーン成長戦略の改訂版において
は、夏までに検討とされていた商用車について、「８トン以下
の小型車について、2030年までに、新車販売で電動車（「電気
自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハ
イブリッド自動車」をいう。）について20 ～ 30％、2040年まで
に、新車販売で電動車と合成燃料等の脱炭素燃料の利用に適し
た車両で合わせて100％を目指し、車両の導入やインフラ整備
の促進等の包括的な措置を講じることとし、８トン超の大型車
については、貨物・旅客事業等の商用用途に適する電動車の開
発・利用促進に向けた技術実証を進めつつ、2020年代に5,000
台の先行導入を目指すとともに、水素や合成燃料等の価格低減
に向けた技術開発・普及の取組の進捗も踏まえ、2030年まで
に、2040年の電動車の普及目標を設定する。」とされ、商用車
の脱炭素化のロードマップが示されました。
　これを受けて、国土交通省では「国土交通省グリーンチャレ
ンジ」を７月に策定し、「次世代自動車（「電動車のほか、天然ガ
ス自動車、クリーンディーゼル自動車を含む。」をいう。）の普及
促進、自動車の燃費性能の向上のため、事業用のバス・トラッ
ク・タクシー等への次世代自動車の普及促進を図る。」との施策
が公表され, 政府のグリーンイノベーション基金を活用した貨
物・旅客事業での電動車の利用促進のための実証を検討してい
くほか、燃費規制や税制優遇、地域交通グリーン化事業による
導入補助などの施策を講じていくとともに、大型車分野の脱炭
素化に向けた調査研究を産学官連携の下で推進していくことと
されたところです。 
　地球環境問題をめぐっては、新型コロナウイルスの感染拡大
により１年延期された国連気象変動枠組条約第26回締約国会
議（ＣＯＰ26）が、昨年11月に英国グラスゴーで開催され、岸田
総理大臣は、ＣＯＰ26世界リーダースサミットで「「2050年カ
ーボンニュートラル」。日本は、これを、新たに策定した長期
戦略の下、実現してまいります。2030年度に、温室効果ガス
を2013年度比で46パーセント削減することを目指し、さらに、
50パーセントの高みに向け挑戦を続けていくことをお約束い
たします。（中略）日本は、世界の必需品である自動車のカーボ
ンニュートラルの実現に向け、あらゆる技術の選択肢を追及し
てまいります。２兆円のグリーンイノベーション基金を活用し、
電気自動車普及の鍵を握る次世代電池・モーターや水素、合成
燃料の開発を進めます。」と表明しました。
　また、全体会議では、全ての国に対して、排出削減対策が講
じられていない石炭火力発電の逓減及び非効率な化石燃料補助
金からのフェーズ・アウトを含む努力を加速すること、先進
国に対して、2025年までに途上国の適応支援のための資金を
2019年比で最低２倍にすることを求める内容が決定されまし
た。決定文書の交渉に当たり、我が国からは、パリ協定の1.5
度努力目標の追求は、国際社会が一致団結して取り組まなけれ
ばならない課題であり、全締約国に取組を求めることが必要で

　令和４年の年頭に当たり、謹んで新春のお慶びを申し上げま
す。
　自動車運送事業者の皆様、関係官庁及び関係団体の皆様には、
平素より当機構の事業につきまして、多大なるご理解とご支援、
ご協力を賜っておりますことに、改めて厚く御礼申し上げます。

　令和３年度の我が国の経済は、一昨年度に引き続き、新型コ
ロナウイルスの感染拡大が続き、さらに、海外で発生した感
染力の強い変異型のウイルス（デルタ株）が我が国に流入したこ
とから、昨年４月25日から東京都等に新型インフルエンザ等
対策特別措置法に基づく３回目の緊急事態宣言が発令されまし
た。この緊急事態宣言は６月20日までに順次解除されました
が、東京オリンピック、パラリンピックの開会を前にして、デ
ルタ株ウイルスが首都圏から各地に広がり、４回目の緊急事
態宣言が７月12日に東京都に発令されたのを皮切りに、８月
には21都道府県に対象地域が拡大されました。緊急事態宣言
期間中に開催された東京オリンピック（７月23日～８月８日）・
パラリンピック（８月24日～９月５日）は、ほぼすべての競技
が無観客で行われ、また、政府より国民に対し、再び不要不急
の外出の自粛、飲食店を中心とした営業自粛や時間短縮などが
要請されたことから、デルタ株の爆発的感染拡大は、我が国経
済にとって２年続きの大きな打撃となりました。
　昨年12月23日に閣議決定された「令和４年度の経済見通しと
経済財政運営の基本的態度」によれば、令和４年度の実質国内
総生産（実質ＧＤＰ）成長率は3.2％程度、名目国内総生産（名目
ＧＤＰ）成長率は3.6％程度、消費者物価（総合）は0.9％程度の上
昇と見込まれています。
　令和４年度の我が国経済は、新たに変異したオミクロン株の
感染状況に大きく左右されるほか、台湾問題や人権問題をめぐ
る米中の対立激化、そして、新型コロナウイルスの３回目のワ
クチン接種が順調に進むかにも影響されることから、引き続き
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あること等が提案されました。
　世界の状況を見れば、欧州委員会はハイブリッド車も含むガ
ソリン車を2035年に販売禁止とする方針を打ち出しました。
　また、米国においては、バイデン大統領が2021年８月に、
2030年までに販売される新車（乗用車と小型トラック）の50％
以上をＥＶ（バッテリー式電気自動車とプラグインハイブリッド
車）とＦＣＶとする大統領令に署名し、さらに、中国は、2035
年には新車販売で通常のガソリンエンジン車をすべてＨＶにす
ることを目指し、また、ＥＶやプラグインハイブリッド車、燃
料電池車などが含まれるＮＥＶ（ニューエネルギービークル）に
ついても、新車販売で50%以上占めるようにすると表明してい
ます。
　国内の貨物自動車運送事業の昨年度の動向を見ますと、特別
積み合わせ貨物の輸送量は、新型コロナウイルスの感染拡大に
より貨物輸送量が大幅に落ち込んだ一昨年度に比べ、昨年１月
から10月までの合計で対前年比4.7％の増加となっており、回
復が見られます。また、宅配便の取扱個数は、同じく対前年比
4.1％の増加となっており、宅配貨物の需要は引き続き好調に
推移しています。
　長年自動車運送事業の経営を圧迫してきた原油価格は、令和
元年９月から米国が原油の純輸出国に転じたこともあり、令和
元年は比較的落ち着いた１年でありましたが、一昨年は新型コ
ロナウイルスの世界的感染拡大による各国の景気後退を背景と
して、原油価格が急激に下落し、その後、経済活動再開の動き
が始まったことから、原油価格は上昇に転じましたが、感染の
再拡大による景気回復の遅れが懸念され、原油価格の変動に目
が離せない状況が続くものと考えられます。
　ＣＮＧ・ＬＮＧ車で使用する天然ガスは、将来カーボンニュー
トラル燃料への代替が期待されており、メタネーションや二酸
化炭素の固定化・再利用の技術開発が注目されます。
　さらに、天然ガスは石油と比べて地政学的リスクも相対的に
低く、化石燃料の中で温室効果ガスの排出が最も少ない優れた
燃料です。しかし、欧州では冬季のエネルギー需要ピーク期に、
エネルギーの需給逼迫と価格高騰が顕在化し、また、アジアで
は天然ガスの需要が高まっており、新たな「エネルギー危機」が
懸念されています。
　交通安全の確保は、自動車運送事業者が取り組まなければな
らない喫緊の課題です。
　国土交通省の事業用自動車総合安全プラン2025（令和３～
７年度）においては、新たに、重傷者数2,120人以下の削減目
標を定めるとともに、24時間死者数225人以下、バス、タクシ
ーの乗客死者数ゼロ、人身事故件数16,500件以下、飲酒運転
ゼロの目標を掲げ、また、各業態の特徴的な事故に対する削減
目標が新設されました。
　
　以上の動向を踏まえ、本年は当機構としまして、運輸エネル
ギーの多様化を目指すとともに、自動車環境・省エネ対策、交
通安全対策に取り組んで参ります。具体的に申し上げれば、環
境優良車の普及促進に関しましては、引き続きハイブリッド自
動車、天然ガス自動車の普及促進を図ります。
　さらに、近年実用化が進むＬＮＧ自動車、燃料電池自動車、
電気自動車の調査研究・普及のための支援にも取り組み、自動
車運送事業者ごとの輸送形態やニーズに応じた最適な環境優良

車の導入や使い方を提案することにより「2050年カーボンニュ
ートラル」の実現へ向けて、貢献して参ります。
　なお、環境省の補助事業で開発された大型ＬＮＧトラックに
ついては、昨年10月にいすゞ自動車から販売されました。引
き続き当機構は、ＬＮＧトラックの普及に向けて努力して参る
所存です。
　また、商用車分野における電気トラック、ハイブリッドトラ
ック、電気バス等の電動車の普及に貢献して参ります。
　特に、電気バスの普及につきましては、2019年度に国土交
通省から受託した「地域交通グリーン化事業効果検証調査等
請負業務」の中で行った「電動バスガイドライン」調査や2020、
21年度に東京都交通局から受託した「ＥＶバス導入検討調査業
務委託」等で得られた知見を活かして、バス事業者への電気バ
ス導入の提案ができるよう努めて参ります。
　自動車の環境・エネルギー問題は各国共通の課題であり、ク
リーンで持続可能な運輸に向けた先進的な燃料の開発・調査が
国際エネルギー機関（ＩＥＡ）で実施されています。
　当機構は、国の指定機関として引き続きＩＥＡの自動車用先
進燃料技術連携プログラムに参加し、国際的に貢献して参りま
す。
　環境・省エネ対策の推進に関しましては、荷主との連携によ
る車両動態管理システムの導入を促進するとともに、エコドラ
イブを推進し、自動車運送事業者の皆様の省エネ活動を支援し
て参る所存です。
　交通安全対策につきましては、自動運転をはじめ先進技術の
開発動向に着目しつつ、引き続き安全運行をサポートする機器
の普及促進を図るとともに、睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）スク
リーニング検査事業を行っている運輸・交通ＳＡＳ対策支援セ
ンターの活動を支援して参ります。
　広報活動として、環境優良車の調査研究、普及支援、国際貢
献、環境・省エネ対策、交通安全対策などの各事業につきまし
て、その必要性や最新情報等を、ＬＥＶＯニュースやメールマ
ガジン等を通じて、広く周知して参ります。
　さらに、講演会の開催等を通じて、最新の環境優良車の動向
について発信して参ります。
　補助金執行業務につきましては、令和３年度の「低炭素型デ
ィーゼルトラック普及加速化事業」及び「社会変革と物流脱炭素
化促進事業」における補助金執行団体として、自動車や物流分
野におけるＣＯ２削減に貢献して参りました。「社会変革と物流
脱炭素化促進事業」においては、例えば、離島、山間部等の荷
量の限られる過疎地域において、ドローン物流によりＣＯ２排
出量を削減するとともに、労働力不足、地域住民の日常生活の
ニーズ確保、災害時の救援物資輸送などの課題解決を目指す取
り組みを支援しています。
　今後も引き続き、補助事業の執行を通じてＣＯ２削減に貢献
して参る所存です。

　当機構は、これらの施策を通じ、社会のインフラともいうべ
き運送事業の環境・安全対策の推進と経営の安定化、安全で環
境にやさしい交通の実現に全力を挙げて取り組む所存でござい
ますので、皆様方に置かれましても、本年もなお引き続き、当
機構へのご理解とご支援をよろしくお願い申し上げ、私の年頭
の挨拶といたします。
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を実現するため、コロナ感染症や燃料価格の高騰等に苦し
む地域公共交通事業者が行う、情報化・データ化等を通じた
経営効率化や感染症対策を図る取組や地域ぐるみの共創モデ
ル、バリアフリー化等に対する支援や中小トラック運送事業
者の労働生産性向上に向けたテールゲートリフター等の導入
支援事業等が盛り込まれたほか、令和４年度当初予算案にお
いてポストコロナにおける公共交通機関としての持続性の確
保に受けた事業の再構築を図るための方策等についての調査
等が盛り込まれております。
　さらに、雇用調整助成金や持続化給付金などの政府の各種
支援策や、地方公共団体による新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金について、関係省庁と連携して必要な
措置が講じられるよう取り組んでおります。

【バス事業】
　バスは、通勤・通学や通院など地域住民の生活に欠かせな
い公共交通機関であり、国民の日常生活や経済活動、地域社
会の維持・活性化を図る上で大変重要な役割を担っています。
　一般路線バスの輸送人員は、1960年代後半まで急激に増
加して百億人を超えてピークを迎え、その後のモータリゼー
ションの進展等に伴い、長期的に大きく減少してきました
が、近年は下げ止まっており、都市部では、緩やかな増加傾
向が見られ、その背景には、高齢者の外出率の上昇、都市部
の人口や訪日外国人旅行者の増加等があるとみられておりま
した。しかしながら、令和２年度においては、都市部、地方
部ともに前年度比で大幅に減少しており、新型コロナウイル
スの影響による移動需要の減少によるものと考えられます。
　未曾有のコロナ禍においても、地域における持続可能な移
動手段を確保していく必要があります。乗合バスについては、
全産業平均に比べ年間労働時間が長いにもかかわらず年間賃
金が低い状況にあり、これが運転者不足の一因ともなってお
ります。また、働き方改革関連法の施行により、令和６年よ
りバス運転士についても時間外労働の上限規制の適用を受け
ることから、長時間労働の是正のための取組が必要となって
います。この状況を踏まえ、運転者の賃金等の労働条件の改
善が適切に反映できるよう、運賃の上限認可の基準となる人
件費の算定方法について、昨年末に見直しを実施いたしまし
た。新たな算定方法によって人件費を適切に見積もることが
可能となり、運転者の労働環境の改善に資するものと考えて
おります。
　また、今般のコロナ禍では、観光を支える基盤であり、災
害時の輸送等においても重要な役割を果たしている貸切バス
についても、観光需要の大幅な減少により、厳しい経営状況
に直面しています。国土交通省では、引き続き感染防止対策
や事業継続の支援を行うとともに、コロナ終息後の観光周遊
における移動手段として、観光振興に不可欠な役割を担うこ
とになる貸切バスの安全安心をしっかり確保して参ります。

【タクシー事業】
　タクシーは、ドアツードアのきめ細やかな対応が可能な公
共交通機関であり、高齢者や子育て世代を含む地域住民の足
として、また、災害時には緊急の輸送手段として、生活のあ
らゆる場面で活躍頂いているところです。
　今般の未曾有のコロナ禍において、タクシー業界において
も、ポストコロナを見据えた様々な変革が必要になってくる
ものと考えております。

　皆様、新年あけましておめでとうございます。
　令和４年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、年明
け早々、緊急事態宣言が発出され、人・モノの自由な移動への
制約が長く続きました。秋には緊急事態宣言が解除され、徐々
に経済活動も活発化しつつありますが、多くの自動車関係事業
者の方々が依然として大変厳しい経営環境の中にいらっしゃる
ものと存じます。しかしながら、そのような厳しい環境にあっ
ても、自動車関係事業者の皆様におかれましては、感染のリス
クや不安を抱えながら、社会経済活動に必要不可欠な自動車の
安全の確保や、人・モノの移動を支えるエッセンシャルサービ
スとしての事業継続に大変なご努力をされておられるところで
あり、心から敬意を表する次第です。
　国土交通省としては、コロナ禍の中にあっても、さらにその
先を見据え、自動車行政を巡る様々な課題に対応し、利用者や
自動車関係事業に携わる皆様の期待に応えられるよう、本省自
動車局、地方運輸局、沖縄総合事務局、運輸支局等が一体とな
って、以下の施策を中心に取り組んで参ります。

（１）地域の交通の確保

【新型コロナウイルス感染症への対応】
　新型コロナの拡大により、自動車運送事業者は、エッセン
シャルサービスとして、緊急事態宣言下においても必要な機
能を維持することが求められましたが、宣言解除後も感染拡
大防止のため、テレワークの普及等の行動様式の変化により、
引き続き厳しい状況に直面しています。
　このような状況の中、国土交通省では、地域公共交通の持
続可能な運行確保に向けた支援や、デジタル化等の新たな取
組による事業構造強化を図るための事業等を実施してきたと
ころです。
　また、令和３年度補正予算では、持続可能な地域公共交通
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　昨年11月には、配車アプリ等を通じて、目的地の近い旅
客同士を運送開始前にマッチングし、タクシーに相乗りさせ
て運送するサービスの制度を導入したところであり、このよ
うな新しいサービスの普及によって、タクシー需要の新規開
拓が進むことを期待しております。
　また、世界に誇れる真の共生社会の実現に向けて、車いす
利用者や高齢者など誰もが利用しやすいユニバーサルデザイ
ンタクシーの普及に取り組んでまいりたいと考えております。
　この他にも、政府においては、社会のデジタル化に取り組
むこととしておりますが、バスやタクシーについても、感染
症のリスクを低減する観点や生産性を向上する観点から、デ
ジタル化の推進は非常に重要です。バスにおいては、デジタ
ル技術を活用したバス事業者の業務プロセスの改善に取り組
みます。タクシーにおいては、非接触型の決済端末や配車ア
プリの普及を推進致します。これらにより、バス・タクシー
事業者におけるデジタルトランスフォーメーションが更に進
展していくことを期待しております。

【自家用有償旅客運送】
　自家用有償旅客運送については、令和２年11月に改正道
路運送法が施行され、バス・タクシー事業者が、市町村等の
実施主体に運行管理のノウハウの提供を行うなど、関係者が
協力する制度を創設するとともに、地域住民だけでなく来訪
者も運送の対象としたところであり、引き続きその実施の円
滑化に向けて取り組んで参ります。

【ライドシェアへの対応】
　自家用車を用いたいわゆるライドシェアについては、運行
管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないまま
に、自家用車のドライバーのみが運行責任を負う形態を前提
としていますが、このような形態の旅客運送を有償で行うこ
とは、安全の確保、利用者の保護等の観点から問題があり、
認めるわけにはいかないと考えています。

【トラック事業】
　トラック運送業は、我が国の経済と人々の暮らしを支える
ライフラインとして、平時のみならず、災害時においても緊
急支援物資の輸送を行う我が国の基幹的な産業であり、その
ご尽力とご活躍に改めて敬意を表します。
　新型コロナウイルス感染症は全世界的な試練となりました
が、社会の働き方や人々の交流はデジタル技術を活用した非
対面・非接触によるものが拡大しています。昨年６月には、
2021年度～ 2025年度の「総合物流施策大綱」が策定され、
この中でも物流におけるデジタル・トランスフォーメーショ
ン（ＤＸ）を推進することを掲げています。トラック運送業に
おいても、このような社会的な潮流を捉えて、ＤＸに取り組
めるよう、行政も後押ししていきたいと考えております。
　一方で、ＤＸが推進されてもなお、実際にモノを運ぶドラ
イバーの存在が重要であることに変わりはありません。いよ
いよ２年後には、「働き方改革関連法」に基づく労働時間の上
限規制が罰則付きで適用されることから、ドライバーの長時
間労働の抑制は待ったなしの課題です。働き方改革を進め、
トラック運送業・ドライバーという職業の魅力向上のために
も、適正な運賃収受は重要であり、平成30年改正貨物自動
車運送事業法に基づく「標準的な運賃」を社会に浸透させてま
いります。
　また、適正な運賃収受、物流効率化の取組には、荷主企業

の理解と協力が不可欠です。「ホワイト物流」推進運動、荷主
働きかけ制度等を通じ、トラック運送業と荷主企業の関係改
善・対話を促し、連携を育むことにも業界の皆様と一緒にな
って取り組むほか、コンプライアンスを遵守する事業者の努
力が無駄にならないよう、公平・公正な事業環境の整備を図
ってまいります。

【燃油価格高騰対策】
　昨今の燃料価格の上昇により、自動車運送事業者の経営状
況に与える影響が懸念されています。
　バス・タクシーについては人件費や車両費といった固定費
が多くを占める経費構造であることから、これまでも累次の
補正予算による雇用調整助成金や運行費の支援を行い、事業
継続の支援に取り組んでまいりました。コロナ感染者減少に
よる人流回復の兆しがある中での燃油価格高騰は、旅客運送
事業者にとって厳しいものとなりました。これまでの支援の
継続を行うとともに、バスについては令和３年度補正予算で
創設された、原油価格高騰の激変緩和制度を通じ、経済産業
省との連携のもと支援策構築に努めて参ります。また、タク
シーについてはＬＰガスの価格高騰による負担軽減のため、
原油価格高騰の激変緩和制度に準じて、所要の支援措置を講
じて参ります。
　トラックについては、これまでも適正な運賃収受の促進に
取り組んできたところですが、「燃料費を含む適正な運賃の
収受」という基本的な考え方に基づき、燃料価格上昇分を反
映した適正な運賃等への見直しを行うよう、あらゆる機会を
捉えて荷主への理解と協力を呼びかけております。また、運
送事業者の方々が、燃料価格上昇分の運賃等への反映につい
て相談ができるよう、本省、地方運輸局、運輸支局等に全国
で合計64の相談窓口を新たに設置いたしました。
　さらに、トラック運送事業者が燃料価格上昇分を運賃等に
反映することを求めたにもかかわらず不当に据え置いた場
合、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反
するおそれがあることから、関係省庁とも連携し、改正貨物
自動車運送事業法に基づく荷主への働きかけや、要請、勧告・
公表等を積極的に実施して参ります。

（２）安全・安心の確保及び環境対策の推進

【軽井沢スキーバス事故を受けた貸切バスの安全対策】
　平成28年１月15日に軽井沢スキーバス事故が発生してか
ら、まもなく６年が経とうとしています。国や関係業界は、
年月を重ねてもこのような悲惨な事故の記憶を薄めることな
く、二度と同様な事故を発生させないという強い決意を心に
刻み、貸切バスの安全性向上に邁進しなければなりません。
　現時点において、国や関係業界は、平成28年６月に「軽井
沢スキーバス事故対策検討委員会」でとりまとめられた「安
全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」
の85項目に全て着手しております。
　国土交通省としては、利用者が安心して利用できる環境を
確保するため、引き続き関係業界と一丸となって安全対策に
力強く取り組んでまいります。

【高齢運転者等の事故防止対策の推進】
　高齢運転者による交通事故の防止は、引き続き喫緊の課題
と認識しております。
　国土交通省では、「安全運転サポート車」（サポカー）の普及
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　自動車アセスメントについては、引き続き衝突安全性能評
価及び予防安全性能評価等を統合した車両全体としての総合
評価に取り組むことに加え、新たに令和４年より、自転車に
対応した衝突被害軽減ブレーキの評価試験を実施する予定と
しております。

【カーボンニュートラルに関する取組】
　世界的にカーボンニュートラルの実現に向けた取組が加速
する中、我が国としては2050年カーボンニュートラルの実
現や、温室効果ガスの2030年度46%削減を目指すなどの高
い野心を掲げているところ、国土交通省では関係省庁と連携
し、引き続き、自動車分野のカーボンニュートラルに向けた
取組を積極的に進めて参ります。
　具体的には、昨年６月に「2050年カーボンニュートラルに
伴うグリーン成長戦略」で示された新たな電動車普及目標の
実現に向け、グリーンイノベーション基金を活用した貨物・
旅客事業での電動車の利用促進のための実証を検討していく
ほか、燃費規制や税制優遇、地域交通グリーン化事業による
導入補助などの施策を講じていくとともに、大型車分野の脱
炭素化に向けた調査研究を産学官連携の下で推進して参りま
す。

（３）自動車技術の開発・実現化の促進

【自動運転の実現に向けた環境整備】
　世界に先駆けた基準整備により、昨年３月に我が国におい
て、世界で初めて自動運転車（レベル３）が市販化されたとこ
ろでありますが、今後とも、高度な自動運転の実現に向け、
安全基準の策定に取り組んで参ります。
　また、設計・製造から使用過程にわたり、自動運転車の安
全性を一体的に確保するために、電子的な検査の導入を進め
るとともに、自動運転車の型式指定審査、ソフトウェアアッ
プデートに係る許可制度の適確な運用に努めて参ります。
　加えて、警察庁における運転者の存在を前提としない自動
運転サービスに係る制度整備の動向を踏まえ、運転者が存在
しない自動運転車による旅客運送の安全性及び利便性の確保
のために必要な措置を検討して参ります。

【自動運転の実現に向けた実証実験・社会実装】
　自動運転サービスの実現に向け、経済産業省と連携し、こ
れまで技術開発・実証実験に取り組んでおり、昨年３月に福
井県永平寺町において、国内で初めてレベル３での無人自動
運転移動サービスを開始したところです。
　今後とも、関係省庁や民間事業者等との連携をさらに深め、
政府目標「2022年度目途の遠隔監視のみの自動運転移動サー
ビスの実現」やサービスの全国展開に向け、車両技術の開発
や事業モデルの検討などの取組みを加速して参ります。

【自動運転車や燃料電池の分野での国際基準策定の対応】
　自動車の国際基準を策定する国連の会議体（ＷＰ29）におい
ては、高度な自動運転の実現や水素燃料電池自動車の安全性
の向上と国際流通の円滑化等に向けて、引き続き、我が国が
強みを有する技術分野における国際基準の成立を目指して取
り組んで参ります。

（４）デジタル化の推進

【自動車行政におけるデジタル化の推進】
　行政手続のオンライン化については、デジタル社会に対応

促進、衝突被害軽減ブレーキの装着義務化等により、先進的
な安全技術を搭載した自動車の性能向上と普及促進に取り組
んでまいりました。
　その結果、９割を超える新車乗用車に衝突被害軽減ブレー
キ等の先進安全技術が搭載されております。更なる事故削減
に向けて、ドライバー異常時対応システムなど、より高度な
安全技術の開発・普及の促進に取り組んでまいります。
　一方で、先進安全技術の普及に伴い、機能の過信・誤解に
よる事故も年間100件程度報告されております。そのため、
このような先進安全技術はあくまでも安全運転の支援であ
り、機能には限界がある旨の情報提供をユーザーに対し様々
な媒体を用いて行うなど、技術が正しく利活用される環境づ
くりにも努めて参ります。

【自動車運送事業における安全対策の推進】
　関係業界の御努力もあり、自動車運送事業における交通事
故件数は減少傾向にありますが、依然として交通事故は数多
く発生しており、引き続き安全対策に取り組む必要がありま
す。その際、超高齢社会の進展、新型コロナウイルス感染症
の拡大、災害の激甚化・頻発化、新技術の開発・普及といっ
た社会情勢や事業環境の変化をふまえることが重要です。
　国土交通省では、昨年３月に「事業用自動車総合安全プラ
ン2025」を策定しました。本プランに基づき、運行管理業務
の高度化、健康起因事故対策や飲酒運転対策等の安全対策を
着実に推進してまいります。
　あわせて、適正な業務実施の確保も重要です。悪質な法令
違反が疑われる事業者に対する重点的かつ優先的な監査等を
通じて、自動車運送事業者の関係法令の遵守の徹底を図って
まいります。
　人や物を運び国民生活を支える自動車運送事業において、
安全は最も重要視するべきものの１つです。国土交通省とし
ては、様々な取組を総動員し、引き続き安全の確保に万全を
期してまいります。

【自動車の適切な検査・保守管理】
　自動車技術の高度化に伴い、自動車の安全・環境性能を確
保するための点検・整備の重要性が一層増してきておりま
す。令和２年４月に施行した特定整備の認証の円滑な取得促
進や、関係団体と連携した保守管理の必要性・重要性の啓発
を引き続き強力に進めて参ります。
　無車検・無保険運行に対しては、可搬式のナンバー自動読
取装置を用い、街頭検査において捕捉した車検切れ運行車両
のドライバーに対して直接指導・警告する取組を引き続きし
っかりと推進して参ります。
　また、指定自動車整備事業者の車検業務における法令違反
や、国の認証を取得せずに特定整備事業を行っている未認証
事業者に対しても、引き続き、厳正に対処して参ります。

【ハード面の安全対策】
　産官学の連携により、先進技術を搭載した自動車の開発と
普及を促進する「先進安全自動車（ＡＳＶ）推進プロジェクト」
は、今年度（令和３年度）から新たな計画、第７期ＡＳＶ推進
計画が開始しております。
　今期は、交通事故の更なる削減のため、これまでの技術で
は対応が難しかった、ドライバーが明らかに誤った操作を行
った場合等であっても、システムが安全操作を行う安全技術
のあり方の検討等に取り組んで参ります。
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した行政サービスの提供を目指し、行政手続における書面規
制・押印、対面規制の抜本的な見直しを含めて、手続のオン
ライン化や添付書類の省略等に取り組んで参りました。
　また、これまでの取り組みに加え、昨年12月には、斉藤
大臣を本部長とする国土交通省ＤＸ推進本部が立ち上げら
れ、所掌する分野において、目指す姿、それに向けてどう変
化（改善）していくか等について検討を開始したところです。
　国土交通省といたしましては、引き続き、コロナを機とす
る社会・経済構造の変化等も踏まえ、利用者目線に立った行
政サービスのデジタル化を積極的に推進し、行政サービスの
変革に取り組んで参ります。

【自動車保有関係手続におけるデジタル化の推進】
　自動車保有関係手続については、引越時におけるナンバー
プレートの交換を次回車検時まで猶予する特例措置につい
て、本年１月４日より運用を開始したところです。また、検
査登録手数料及び自動車重量税の納付手続のキャッシュレス
化などデジタル化を進めて参ります。
　さらに、継続検査等の際の運輸支局等への来訪を不要とす
る電子車検証の来年１月からの導入に向けて準備を進めるほ
か、ＯＳＳの更なる充実や拡充に取り組んで参ります。
　このほか、新たな全国版図柄入りナンバープレートの４月
半ば頃からの交付開始に向けた準備を進めるとともに、地方
版図柄入りナンバープレートの令和４年度中の募集開始に向
けて、有識者による検討会においてその制度のあり方等につ
いて検討を進めて参ります。

（５）人手不足対策

【自動車運送事業の働き方改革の推進】
　近年、自動車運送事業においては、ドライバーの有効求人
倍率が全産業平均の約２倍となるなど担い手不足が深刻化し
ており、また「働き方改革関連法」に基づき、自動車運転者は
令和６年度から時間外労働の上限規制が適用されることにな
ります。このため国土交通省では、「自動車運送事業の働き
方改革の実現に向けた政府行動計画」等に基づき、①労働生
産性の向上、②多様な人材の確保・育成、③取引環境の適正
化を通じた労働環境の改善に取り組んでいるところです。ま
た、長時間労働是正のためのインセンティブ・抑止力の強化
に向けて令和２年に創設した「働きやすい職場認証制度」につ
いては、昨年５月に初の認証事業者として2,545社（トラッ
ク1,717社、バス172社、タクシー 656社）を公表いたしま
した。
　この他にも、トラック運送業では、物流機能を安定的・持
続的に確保するため、荷主企業や利用者などの理解と協力を
得つつ、関係省庁と連携しながら「ホワイト物流」推進運動を
進めているところですが、引き続きこうした取組を通じ、働
きやすい労働環境の実現等への協力を呼びかけて参ります。
また、トラック運送業の働き方改革の実現に向け、平成30
年12月に改正された貨物自動車運送事業法の適切な運用に
努めて参ります。
　バス、タクシー事業については、特に地方部を中心に運転
者不足が進むなど厳しい状況にあるところですが、今後とも
その重要な役割を発揮していただくことが必要です。国土交
通省としては、例えばバス事業者における乗合バス路線の再
編や、タクシー事業者における新たな運賃・料金サービスの

導入等の生産性向上の取組を推進するとともに、女性が働き
やすい職場環境の整備や、関係省庁と連携した二種免許取得
支援などの人材確保に引き続き取り組むことで、バス、タク
シー事業の働き方改革を推進して参ります。

【自動車整備事業】
　自動車整備業においては、国内人材確保のためのＰＲや、
外国人技能実習制度及び特定技能制度の適切な運用に取り組
んで参ります。
　また、機器・設備導入による生産性向上の好事例の収集・
展開や、地域の課題解決のための事業者間連携による自律的
取組の発掘・支援を通じ、持続可能な自動車整備ネットワー
クの維持に努めて参ります。

（６）バリアフリー対策

　バリアフリー対策については、令和７年度までの整備目標
等を盛り込んだバリアフリー法に基づく基本方針を令和２年
に改正するなど、公共交通等におけるバリアフリー化に向け
た取り組みを進めているところです。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会等を契
機に取組みを進めて参りましたが、引き続き、バリアフリー
車両の導入に対する財政的支援を実施するとともに、高度化・
多様化するニーズに適切に応えて参ります。
　また、車椅子利用の方々を含む誰もが車両や旅客施設を円
滑に利用できるよう、ハード・ソフト両面の取り組みをしっ
かりと実施していただけるように事業者の皆様のご協力をお
願いします。

（７）自動車事故被害者救済の充実

【自動車事故被害者救済対策】
　自動車事故被害者の救済対策については、自動車事故の被
害に遭われた方々の救済のため、リハビリの充実や「介護者
なき後」への対策などに取り組んでいるところです。
　本年は、昨年７月に学識経験者や被害者・遺族団体のみな
さまにとりまとめていただきました「今後の自動車事故被害
者の救済対策のあり方」を踏まえ、継続して、被害者やその
ご家族の具体的なニーズをくみ取りながら、自動車事故被害
者救済対策の充実に取り組んでまいります。
　また、自動車事故被害者救済対策や自動車事故発生防止対
策の財源となる、積立金の状況を注視しつつ、一般会計から
自動車安全特別会計への繰戻しの継続に取り組むとともに、
被害者救済対策等の持続可能性の確保に取り組んでまいりま
す。

　以上、年頭に当たり、今年の主な自動車関連施策について述
べさせていただきました。自動車ユーザー、関連事業者の方々、
地方自治体やその他関係者の皆様の多様なニーズやご意見をし
っかりと把握した上で、地方運輸局等とともに、関係する諸機
関・団体との連携を一層密にしつつ、諸課題の解決に向けて全
力を尽くす所存です。本年も自動車行政の推進に対しまして、
より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、自動車に関わられている皆様方が、こ
の一年、それぞれの分野において大いにご活躍され、益々のご
発展を遂げられますことを祈念いたしまして、年頭のご挨拶と
させていただきます。
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応募方法の詳細は、（一財）環境優良車普及機構のホームページ（http://www.levo.or.jp/）を参照して下さい。

社会変革と物流脱炭素化を同時実現する
先進技術導入促進事業

２次・３次募集公募結果　採択された事業者名と主たる実施場所

２次・３次公募結果について
令和３年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（社会変革と物
流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業）の補助事業者につ
いて、２次公募（令和３年７月12日（月）～令和３年８月５日（木））と３次
公募（令和３年９月７日（火）～令和３年９月30日（木））を行い、13件（２
次公募６件、３次公募７件）の応募のうち審査の結果、以下の事業（10
件：２次公募５件、３次公募５件）を補助事業として採択いたしました。

過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
・計画策定に対する補助

過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
・計画策定に対する補助

過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
・事業実施に対する補助

前田運送株式会社	 三重県桑名市

	 茨城県かすみがうら市
株式会社eロボティクス
	 茨城県美浦村
株式会社エアロネクスト	 福井県敦賀市
公益社団法人大分県農業農村振興公社	大分県杵築市
株式会社ハマキョウレックス	 静岡県浜松市

株式会社サカモト	 和歌山県有田市
セブントゥーファイブ株式会社	 青森県三戸郡五戸町
セブントゥーファイブ株式会社	 宮城県黒川郡大郷町
株式会社ダイヤサービス	 千葉県千葉市

学校法人慶應義塾	 神奈川県小田原市

自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業
 事業者名 事業の主たる実施場所

 事業者名 事業の主たる実施場所

 事業者名 事業の主たる実施場所

 事業者名 事業の主たる実施場所
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金令和３年度

（五十音順）

２次募集公募結果 ３次募集公募結果

無人航空機

付帯設備（ドローンポート）

過疎地域等におけるドローン物流への転換 

【事業のイメージ】

＊１）  地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進の令和４年度予算額には、３年度補正予算額を含む。
＊２）  事故防止対策支援推進事業は、「事故防止対策支援推進事業」を含む「先進安全自動車（ASV) やドライブレコーダー等の導入支援」全体の額。

ＬＥＶＯが関係している補助事業等に係る国の
令和４年度予算

地域交通のグリーン化に向けた
次世代自動車の普及促進＊１

環境配慮型先進トラック・バス導入
加速事業
トラック輸送における
省エネルギー化推進事業
事故防止対策支援推進事業＊２

低炭素型ディーゼルトラック等
普及加速化事業
社会変革と物流脱炭素化を
同時実現する先進技術導入促進事業事業
空港・港湾・海事分野における
脱炭素化促進事業

１

２

３

４

５

６

７

主要施策

474

1,000

4,150

853

2,965

800

–

令和３年度予算額

1,434

1,000

4,150

879

2,965

800

1,315

令和４年度予算額

3.03

1.00

1.00

1.03

1.00

1.00

–

国交省

国交省・経産省
・環境省

国交省・経産省

国交省

国交省・環境省

国交省・環境省

国交省・環境省

比較増減率 関係省庁

・過労運転防止のための先進機器の導入支援
・デジタル式運行記録計・ドライブレコーダーの導入支援
・社内安全教育の実施支援

（単位：百万円）

国が令和３年12月に発表しました令和４年度予算の概算要求のうち、
ＬＥＶＯが関係している補助事業等に係る予算額は以下のとおりです。



（一財）環境優良車普及機構では、「環境に関するイベント行事に出展・参加」し環境対応車（低公害車、低炭素
型ディーゼルトラック）及び環境機器（ＥＭＳ機器）、エコドライブ講習等の普及活動を行っております。コロナ禍
において、令和２年度は各地の環境イベントが延期・中止となってしまいましたが、令和４年２月に（一社）愛知県トラック協会主催のトラック
フェスティバルが開催予定となりＬＥＶＯは出展・参加致します。出展ブース
では環境に関するパネル展示のほか、ミニゲーム等がございますので、会場
へお越しの際は、是非ともＬＥＶＯのブースへお立ち寄りください。「人と環境
にやさしい車社会の実現」を目指しＬＥＶＯは普及促進活動を行って参ります。

　（一財）環境優良車普及機構では環境優良車普及講演会「次世代商用車に関わる最近の動向について」と題しまして講演会を開催
致します。これは2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すとの宣言がなされ 「2050年カーボンニュートラルに伴うグリ
ーン成長戦略」では商用車に関する電動化目標が提示されましたが、目標達成に向けた具体的道筋はいまだ不透明な状況です。
　このような背景から識者、国土交通省、環境省、大型商用車メーカーからカーボンニュートラル、次世代商用車への方針や開
発状況等についての情報発信の場とし、関係者に対し次世代商用車を適切に導入する一助となるための講演会を開催いたしま
す。なお、新型コロナウイルス感染予防の観点からYou Tubeによる動画配信とします。
　基調講演では 『早稲田大学名誉教授（次世代自動車研究機構 研究所顧問）大聖泰弘様』をお迎えし海外動向、技術動向など の
お話しをいただくと共に、省庁・トラック メーカー様よりさ まざまなお話しをいただく予定となっております。
　皆様の積極的な視聴お申込みをお待ち致しております。

後援：国土交通省、環境省、（公社）全日本トラック協会、 （公社）日本バス協会

視聴申込期間：令和４年１月24日（月）〜令和４年２月14日（月）
動画視聴お申し込みメール：件名に「講演動画視聴希望」と明記、本文に、①会社名（協会名等）、②部署名、③お名前

（役職等）、をご記入のうえ、事務局メール：jigyoubu@levo.or.jpまで送信下さい。
動画配信開始までに「動画ＵＲＬ掲載プログラム」を返信させていただきます。

＊御社内で視聴ご希望者が複数の場合、送信する「動画ＵＲＬ掲載プログラム」を御社内のみ転送しご対応下さい。

【 講演会概要 】
動画配信期間：令和４年２月21日（月）12：00 ～令和４年３月２日（水）

視聴ご希望者様へは視聴希望メール受信後、動画配信までに「動画ＵＲＬ掲載プログラム」をメールにて返信致します。

【プログラム（予定）】

令和３年度 環境イベント出展・参加予定!

《第３回》環境優良車普及講演会
『次世代商用車に関わる最近の動向について』 開催

講演：国土交通省 自動車局 技術・環境政策課
 「次世代商用車の補助金など普及施策等について」
講演：環境省 水・ 大気環境局 自動車環境対策課
 「カーボンニュートラル、次世代自動車に係る
 施策等について」
講演：いすゞ自動車（株）
 「いすゞ自動車／カーボンニュートラル、
 次世代商用車への方針や開発状況等について」
講演：日野自動車（株）
 「日野自動車／カーボンニュートラル、
 次世代商用車への方針や開発状況等について」

講演：三菱ふそうトラック・ バス（株）
 「三菱ふそう／カーボンニュートラル、
 次世代商用車への方針や開発状況等について」
講演：ＵＤトラックス（株）
 「ＵＤトラックス／カーボンニュートラル、
 次世代商用車への方 針や開発状況等について」
講演：三菱自動車工業（株）
 「三菱自動車工業／カーボンニュトラル、
 次世代商用車への方針や開発状況等について 」
講演：ビーワイディージャパン（株）
 「ビーワイディージャパン／カーボンニュートラル、
 次世代商用車への方針や開発状況等について」

基調講演：早稲田大学 名誉教授 （次世代自動車研究機構 研究所 顧問）　大聖泰弘様
「次世代商用車に関わる最近の動向について」

「第17回トラックフェスティバル」
開催日時： 令和４年２月23日（祝・水）　10：00 ～16：00
開催場所：バンテリンドーム ナゴヤ（名古屋市東区）
主　　催：（一社）愛知県トラック協会

出
展
予
定
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会社DATA
●設立：昭和56年11月
●資本金：3500万円
●従業員数：143名
●事業内容：業務用無線通信機およびEMS機
　器の販売・施工・メンテナンス、電波伝播
　調査、第２種電気通信事業など
●資格：電気通信工事業
●拠点：東京本社など全８拠点

配分の計画を綿密に立て、一方で共
進運輸様には荷主様やお届け先とさ
まざまな交渉をしていただきました。
高橋幸司（以下：高橋）　お取引先の
みなさまには、取り付け計画で設定し
た時刻に車両が弊社に戻ってこられる
よう配送のコース変更を承認していた
だくなど、格別なご協力をいただきま
した。
國岡萌生（以下：國岡）　共進運輸様
の配車担当の方やドライバー様にも
無理を申し上げた面もあるかもしれま
せんが、全社的にご協力をいただけ
たのも大きかったと思います。
司会者　共進運輸様は23か所もの
拠点をお持ちです。それも本社・本部
があるさいたま市だけでなく、埼玉県
内に10か所以上、他にも群馬県や神
奈川県、仙台や札幌と分散しています。
地域内、あるいは地域をまたいだ物
流の連携もあろうかと思いますが、各
拠点の車両にも取り付けを行うわけ
ですが、どのような方法を採ったのでし
ょうか。

ワンチームでの取り組みで
取り付け作業もクリア
司会 者　200台前後と非常に多くの
車両にＥＭＳ機器を導入できたのは、
予算面ではＬＥＶＯ経由で経済産業
省の助成金をご活用されたとのことで
した。多くの車両ということで、実際に
機器を取り付ける際にもご苦労があっ
たと思いますが、その点についてはい
かがでしょう。
鈴木則男（以下：鈴木）　取り付けに
は弊社に車両があることが大前提とな
ります。配送を途切れさせるわけには
いきませんので、車両を動かしながら
の作業になります。弊社ドライバー、テ
レコム様はもちろん、荷主様、お届け
先の方々にもご協力をお願いすること
になりました。
長尾昭伸（以下：長尾）　車両１台あ
たりの取り付け時間は約３時間かかり
ます。200台に取り付けるとなると、単
純に計算しても25日かかる大きなプロ
ジェクトです。弊社としては時間や人員

運送事業者、販売会社、リース
事業者の３者それぞれの立
場から、意見交換が行われた

事業者と販社がタッグを組んで
取り組む環境整備・省エネ化

連載『お客様訪問』では、全国のお客様の現場でお話をお伺いします。

お 客 様
に聞く販 社 様

環 境 機 器
ＥＭＳ導入

共進運輸株式会社×株式会社テレコム×ＬＥＶＯ
環境機器ＥＭＳ導入座談会 後編

お話をくださった方

ＬＥＶＯ 事業部課長

吉田　公

聞き手・発言者

［司会］一般財団法人 
環境優良車普及機構　
事業部調査役  山口達郎
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代表取締役社長

高橋幸司 氏
執行役員

鈴木則男 氏

共進運輸株式会社

会社DATA
●創業：昭和52年７月
●資本金：9000万円
●従業員数：894名（グループ企業、
　　　　　　アルバイト・パートを含む）
●事業内容：一般貨物自動車運送事業、
　　　　　　自動車運送取扱い事業
●拠点：さいたま本部物流センターなど
　　　　全23拠点

東京本社営業部課長

長尾昭伸 氏
東京本社営業部

國岡萌生 氏

株式会社テレコム

環境機器ＥＭＳ導入については、各事業者の決断とそれを支援する販売会社
の体制が決め手になります。導入に至った経緯やさまざまなステップをどうク
リアしていったのか、興味のあるところです。そこで事業者である共進運輸株
式会社、販社の株式会社テレコム、リース事業をおこなうＬＥＶＯの３者によ
る座談会を実施。前号に引き続き後編をお届けします。



入のメリットはお感じになってますでし
ょうか。
鈴木　弊社は主に食品を扱っていま
すので、以前から運行管理については
かなり厳重にしていました。さらに動
態管理ができる最新のＥＭＳ機器とい
うことで、お客様への到着時間を確実
に把握できるため、荷主様との連絡が
よりスムーズになりました。
高橋　時間管理の面では、ドライバ
ーの連続時間もチェックできます。ま
た、燃費や急発進などの数字も各部
署でチェックできますので、プロドライ
バーとして良い意味で競い合うといい
ますか、安全かつ省エネ運転につな
がっています。
司会者　デメリットは何かお感じにな

ってますか？
鈴木　ＥＭＳ機器を操作するのはどう
しても手動になりますので、慣れないう
ちはそれがデメリットかなという程度で
す。最近ではもう慣れて、年配のベテラ
ンドライバーでも使いこなしています。
司会者　実際に使う前には研修もさ
れたのでしょうか。
國岡　それは弊社でやらせていただ
きました。ドライバー様への説明会と
いうことで、帰庫されたドライバー様に
集まっていただき、タイミングを見て２
回、３回と使い方の説明会を行いまし
た。
長尾　もともとデジタコをある程度お
使いになられていたので、そこまで分
からないというドライバー様はいらっし
ゃいませんでした。さらにドライバー様
同士の横のつながりで教え合ってい
ただけたので、その点もありがたかっ
たですね。
國岡　ちゃんと使っていただかないと
もったいないですから、アフターフォロ
ーもさせていただいております。
吉田　ＬＥＶＯとしても、運送会社様
のもう少し燃費を上げたいなどのご要
望にも、有料になりますが対応させて
いただいております。例えばある車両
に機器を取り付け、一週間密着してそ
の車両のデータを取り、走行距離や
荷物の積み具合、燃料をどれくらい入
れるのが適当なのか、などを分析する
総合診断を行っています。ご興味があ
ればご相談いただければと思います。

200台の車両でＥＭＳ機器の入れ替
えを決断した、共進運輸の高橋幸司
社長（右）と鈴木則男執行役員（左）
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長尾　各拠点へも事前に足を運んで
打ち合わせをさせていただきました。
拠点毎のご事情もあるでしょうし、実
際に配車的に難しいというケースもあ
りました。一定期間内に取り付けを行
う必要がありましたので、その場合は
弊社のサービスマンに他の業務との
折り合いをつけてもらい、時間を設け
て対応させていただきました。また、
東北方面は弊社の東北拠点のサービ
スマンがおうかがいしました。
鈴木　そこは社内に取り付けなどを
行うサービス部門があるテレコム様な
らではで、柔軟に対応していただきま
した。
國岡　それでも大半は共進運輸様に
調整いただいて取り付けのスケジュー
ルを組むことができましたので、とても
感謝しています。
吉田  公（以下：吉田）　経済産業省
の補助金は手厚い代わりに省エネデ
ータを取るというある種のハードルが
ありますが、そのハードルもみなさん
で協力し合うことでクリアできるという
ことですね。
高橋　ワンチームと言いますか、お客
様、テレコム様、弊社従業員などの関
係者が一丸となって取り組むことがで
きました。信頼関係がなければでき
ませんでしたので、各位には本当に感
謝しています。

最新機器の動態管理で
お届け時間を確実に管理
司会者　ＥＭＳ機器を導入され、現
在まで運用されているわけですが、導

動態管理ができる最新式クラウド型EMS機器導入で、
安全で確実な配送、省エネ化を実現した



　矢崎エナジーシステムは、自動車部
品であるワイヤーハーネス（組電線）やス
ピードメーター等を開発・製造・販売し
ている矢崎グループの一員であり、グル
ープの組織再編により旧 矢崎電線を母
体にして2012年６月に設立、現在に至
ります。
　それまでも矢崎総業としてタコグラ
フ、ドライブレコーダー、タクシーメー
ター等のアフターマーケット製品を50年
以上に渡って販売してきており、国内で
は1960年（昭和35年）に最初の運行記
録計（アナログ式タコグラフ）を製造開
始、デジタルタコグラフにおいても1999
年（平成11年）に同じく国内初として製造
開始、導入後も全国をカバーする矢崎
のサービスネットワークにより安心して
数多くの事業者様に使用されています。
　現在では弊社製デジタルタコグラフの
７機種目として登場した「ＤＴＧ７」が最新
機種ですが、デジタルタコグラフとドライ
ブレコーダー２つの機能を一つに集約し
たことで実現できた、安全安心を徹底サ
ポートする様々な機能をご紹介します。

■ ３タイプの解析方式により
　 ランニング費用を抑える
　最近販売されているデジタコは通信方
式専用のものも多くありますが、ランニ
ング費用として通信料が車両台数分掛か
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ンカーなしでの車線変更を警告します。
　また、連続して車線をはみ出した場合
はふらつき警報で休憩を促進します。路
面標示横断歩道認識は、信号のない交
差点前の横断歩道マーク（ひし形）を認識
し、その地点で加速すると、横断歩道
があることを警告し、注意喚起します。
　路面標示制限速度認識は、一般道の
速度制限標示（30、40、50）を認識し、そ
の地点で速度オーバー運転をすると、制
限速度遵守を警告します。
　上記については、ＬＴＥ通信での運用
時には事務所側へ緊急情報として送信さ
せる事も可能で、危険な事象が発生し
た事を運行管理者が認識し乗務員の健
康状態再確認・指導や事故防止に役立
ちます。

LEVO-News

矢崎のハイブリッド型デジタルタコグラフ
『ＤＴＧ７』

　さらに、一時停止場所の（止まれ）につ
いても、前方カメラより取得した画像に
より路面に描かれている止まれのマーク

（縦並び）を認識し、設定値以上の速度
の場合や設定値以内の距離で停止しな
い場合に音声で警報して、信号機などの
ない路地の交差点での事故予防安全に
繋げることを目的とした機能も有ります。
　これらの機能は路面上の文字のかす
れ、光の反射、影による影響で作動し
ない場合があります。

文：松尾 昌則　矢崎エナジーシステム株式会社  計装営業統括部  事業企画部長

＊ひし形：横断歩道あり

る為、地場を走行するなど必ずしも動態
管理を必要としない車両にも毎月費用が
掛かるものが多いです。矢崎のデジタコ
であれば旧機種と新機種の混在利用も
可能です。さらに、記録方式も以前から
のカード記録方式、無線ＬＡＮ方式、広
域ＬＴＥ方式の混在も可能で事業者とし
ての運行データは全て一元化できます。
その為、月々のランニング費用を低く抑
える事や順次新機種へと切り替えていく
等の柔軟な対応も可能です。

■ 充実した画像解析機能で
　 予防安全運転指導を強化
　前方車両認識は、主に高速道路で前
方車両との車間距離を認識し、車間距
離が近づきすぎた場合、警報で注意喚
起を行います。また、車間距離が改善
されない場合は、更に本警報で注意喚
起します。
　車線認識は、主に高速道路での白線を
認識し、白線をはみ出した運転や、ウイ

本体とデジタルカメラ

横断歩道、
加速は危険です!

３タイプの解析方式 ＊混在運用も可能

SDカード 通信（LTE） 無線LAN

「デジタコ技術」と「ドラレコ技術」のハイブリット化で究極の予防安全を実現する

エコドライブ支援機器（ＥＭＳ機器）の技術開発動向

ＬＥＶＯでは、自動車交通分野のＣＯ２排出削減策として有効なエコドライブを
サポートするため、エコドライブ支援機器（ＥＭＳ機器）の普及を推進しています。
本稿では矢崎エナジーシステム社の最高機種の機能解説を通じて、
自動車運送事業者等に役立つエコドライブ支援機器の情報を提供するものです。



交差点などへの進入速度が
速い時の音声警告

ウインカーを出すタイミングが
遅い時の音声警告
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■ トラック後方の移動体検知
　 による予防安全
　専用の180°カメラを使用し、バック走
行時の接近物（人や自転車等）を認識し
警報を出す事ができます。バックモニタ
ーによる確認に加え、車両へ接近してく
る人や車を検知・警報する事で事故予
防につなげます。
　この検知により事象発生時のトリガ・
画像記録も可能となっているため、運行
管理者も危険な事象が発生した事に気
づく事ができ、乗務員への適切な指導
が可能です。

■ 右左折（交差点）診断機能
　 による安全走行指導も可能
　交差点等での右左折時に安全な速度
で走行しているか、ウインカー操作が遅
くないか等を診断し、乗務員への注意喚
起やきちんとできている場合には褒める
音声を出す事が可能です。乗務員の運
転評価にも反映することができますので
運行管理者は的確に乗務員指導ができ、
乗務員は次回の運行に注意して走行す
る様になります。
　先述のトラック後方の移動体検知と同
様、この右左折検知により検知前後時の
トリガ・画像記録も可能となっているた
め、運行管理者も危険な事象が発生し
た事に気づく事ができ、乗務員への適
切な指導が可能です。

■ 運転の癖を見える化し
　 安全なエコドライブ推進
　デジタコの専用解析ソフトウェアであ
る「ＥＳＴＲＡ-ｗｅｂ」では、先述した様々
な車載機の機能により得られた走行デー

動作イメージ タを分析し各乗務員の運行診断レポート
が作成可能です。"右左折診断" 、"連続
走行診断" 、 "路面認識診断" 、 "ヒヤリハ
ット診断" にて総合的な分析がなされま
す。１日の運行に対する診断はもちろん、
１ヶ月を通じた診断も可能な為、乗務員
の運転の癖や傾向等がよりつかみやすく
なり、的確な運転指導に役立てることが
できます。
　また、弊社では「ＫＹＴ分析サービス

（有償）」も展開しており、お忙しい事業
者様に代わり矢崎製ドラレコデータをお
預かりしてデータを解析、運転傾向をつ
かみ、注意すべき運転や場面の映像例を
抽出しＫＹＴ教育用のＤＶＤを作成して
事業者様にお渡しするほか、さらに専門
講師を派遣しＫＹＴ教育を行う事も可能
な為、事業者様は「ＤＴＧ７」導入後も安
心してサポートを受ける事ができます。

■ MaaSに向けて
　弊社ではＥＭＳ機器であるデジタコを
トラック、バスのみならずタクシー向けに
もタクシーメーター一体型として提供し
ています。
　運輸・旅客事業の双方から得られるデ
ータを集約・分析するだけでなく、ネッ
トワークとして「クルマとインフラと情報
をつなぐ」というコンセプトの下、輸送・
物流・旅客事業が抱える課題「安全・安
心」「環境・省エネルギー」、「生産性向上」

「効率・利便」に対して、弊社製品及び
ビッグデータの利活用による安全管理を
高度化したソリューションサービスを提
供する事により、皆様のより快適な生活
の一助として貢献していきたいと考えて
います。これからも、矢崎グループの様々
な取り組みや製品にご期待ください。

デジタコ本体 専用１８０°カメラ

検知範囲にて
接近物検知
音声：「左うしろ

接近注意」

検知範囲：横方向20m×縦方向５m
（カメラ取り付け高さ：３m）

※検知範囲はカメラ高さや取り付け位置により変化します。



　ＳＧシステム株式会社（以下、ＳＧシス
テム）は1983年の設立以来、佐川急便を
中核とするＳＧホールディングスグルー
プにおける「ＩＴの統括企業」として、国内
有数規模の物流ＩＴインフラを活用し、
１日最大600万個にも達する貨物の情報
処理を担うシステム群の設計開発・保守
運用を行う一方、そこで培ったノウハウ
や知見を活用したサービスをグループ外
のお客さまにも提供しています。
　今後は、「物流×ＩＴのリーディングカ
ンパニー」を目指し、これまで培ってき
たノウハウにＡＩ、ｌｏＴ、ロボットなどの
新技術を加え、安全・人材・業務効率
など運送業界全体が抱える課題の解消
に繋げていきます。

■ 利用者の目線で構築した
　 マルチベンダー型
　 運行管理システム
　従来はＡ社のデジタルタコグラフ（以
下デジタコ）を利用するとき、同じＡ社
が提供する運行管理システムを利用す
る必要がありました。そのため、Ｂ社
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カー３社、ドラレコメーカー３社との連
携を進めております。
　アルコールチェッカーやＩＴ点呼シス
テム（運行管理者とドライバーが離れた
環境でカメラ付きのデバイスを用いて行
う点呼システム）、配車システムなどの
他社製品ともＡＰＩでの連携強化を行っ
ています。ここでも利用される運行管理
者がたくさんのシステムを使い分けしな
くても、１つのシステムだけを利用する
ことによって業務負荷を大幅に削減する
ことをコンセプトにしています。
　このようにＳＧシステムはシステムを
利用する方の利便性を第一に考え、シ
ステムの開発、提供を行っています。

■ ミスの防止と業務効率を
　 追求したシステム
　デジタコなどの車載機器で記録した運
行情報をＳＤカードもしくはインターネッ
トを経由してクラウドへ連携します。通
信型車載器の場合はリアルタイムで位置
情報を確認することができます。また、
ドライバーがデジタコなどの車載機器で

LEVO-News

ＳＧシステムが考えるクラウド型次世代運行管理
システム「Biz-Fleet」で最大限の効果を創出
エコドライブ支援機器（ＥＭＳ機器）の技術開発動向

のデジタコを新たに利用する場合、Ａ
社とＢ社の２つのシステムを利用する
必要があり、運行管理者の運用負荷が
高くなることから、Ａ社のデジタコを継
続して利用せざるを得ないという判断
をされるケースもありました。仮にハー
ドウェアやシステムの入替を行うことに
なっても、実際に利用する立場の方か
らすると相当の負担を感じてしまいます。
そこで運行管理システムを利用する立場
としての視点から、複数のデジタコメー
カーに対応した運行管理システム「Biz-
Fleet」を構築し、2015年から提供して
います。
　デジタコ装着が義務化されていない
車両へはデジタコを利用するのではな
く、比較的安価なドライブレコーダー（以
下ドラレコ）を利用することで、同じシス
テム上でデジタコ車両と同等レベルの運
行管理を行うことができます。運行管理
者は運行管理の標準化や可視化ができ
るため、安全や業務効率を追求すること
が容易になります。現在は矢崎エナジー
システム様をはじめとしたデジタコメー

ＬＥＶＯでは、自動車交通分野のＣＯ２排出削減策として有効なエコドライブをサポートするため、
エコドライブ支援機器（ＥＭＳ機器）の普及を推進しています。本稿ではＳＧシステム株式会社が提供している
次世代運行管理システム「Biz-Fleet」の解説を通じて、自動車運送事業者等に最近の技術開発に関する情報を提供するものです。

文：石井 淳
　ＳＧシステム株式会社　ＬＩＳ事業部

 テレマティクス担当部長

Biz-Fleet導入イメージ②Biz-Fleet導入イメージ①



14

帰庫ボタンを押下すると自動的に運転日
報が出力されます。
　Biz-Fleet  Mobile（スマートフォンア
プリ）を活用することで人と車両を個別管
理することも可能です。右のように１つ
の画面上にデジタコやドラレコ、スマホ
の位置情報や運行情報を表示することが
できるため、車載器が異なっても同じレ
ベルで運行管理が行えます。
　また、アプリの機能の一部である「点
検管理」を活用することで、点呼前に実
施する点検の情報をデータ化するととも
に、車両の点検が完了していなければ点
呼やアルコールチェックができないよう
に制限を加えることができるため、無点
呼やアルコール測定漏れなどが起きない
運用を本システムを用いて構築すること
で、安全や業務効率化に貢献しています。

●充実した労務管理機能

　デジタコによる出庫や点呼時間を元に
した勤務開始時間を採用したい、他社
製勤怠システムと連携したい、など柔軟
な勤怠管理が可能な仕様にしており、多
様な勤務体系にも対応可能です。また、
労務帳票はエクセルで出力することがで
きるので、必要に応じて加工や計算が
容易にできます。2023年には中小企業
であっても時間外割増賃金率の上昇適
用があり、2024年には運送会社へも時
間外労働の上限規制が適用され、それ
ぞれ違反した場合は罰則が科されます。
法に基づき労務違反を防止し、人材を
大切に管理するためにも重要な機能で
すので、特に力を入れてシステムを随
時強化しています。

●ジオフェンス機能の拡充

　地図へ地点範囲の登録を行っておくこ
とで、地点範囲へ進入、通過した情報
を取得することができます。この機能を
活用することで、円の中に車両がいなけ
れば着車などの車両ステータスの変更
ができないようにして、荷主都合による

待機時間管理をするため、車両位置を
エビデンスとして利用することもできま
す。また、運行計画を立てておけば次
の目的地までの距離や到着予想時間も
表示されるなど、運行管理者にとって非
常に便利な機能も有しています。

■ 運行管理だけではなく、業務
　 効率システムとしての進化
　このようにBiz-Fleetは、クラウド上
にさまざまな情報を集約することで、日々
の運行管理業務をスマートにすべく、日
進月歩で進化しております。今後は運送
業務の重要な３
要素である「ド
ライバー」「車両」

「貨物」の情報
をＡＩで分析し、
社 会 的 な 課 題
である人手不足
へ の 対 応 策 を
追求。また、安
全を最優先する

ため、ＡＩによるドライバー教育などの
安全対策もご提案してまいります。
　今後も市場の変化やニーズに合わせ
て、Biz-Fleetと連携できる製品を更に
拡張することで、利用者の利便性を最大
化できるように車両管理機器のオープン
プラットフォームを提供してまいります。

お問合せ先：ＳＧシステム株式会社　
担　当：テレマティクスソリューション
　　　　ユニット　綱淵、近藤
連絡先：03-3768-8711
メール：Biz-fleet_sgs@ml.sg-systems.co.jp

Biz-Fleet Mobile アルコール測定 点呼



C:90% Y:40% M:0% K:100%
RGB R:0 G:121 B:194  

C:90% Y:0% M:100% K:100%
RGB R:0 G:160 B:64  

C:0% Y:90% M:100% K:100%
RGB R:232 G:57 B:12  

〒160-0004　東京都新宿区四谷２丁目14番地８ YPCビル　TEL：03（3359）8461（代表）FAX：03（3353）5439LEVONEWS
2022.1 

No.84

LEVO  人と環境に優しい車社会へ
LEVOは環境優良車（CNG車等）リース事業、環境EMS機器リース事業、
物流施設省エネ設備リース事業、輸送関連機器リース事業を通じ、
運送事業者様の省エネ・環境・安全の取り組みを後押しします。
お客様からのお問い合わせ、ご要望にすばやく対応するため、
各部署の電話番号をご案内させていただきます。

企画調査部

総務・リース管理部

事業部

リース事業全般

審査班：省エネ・環境・安全機器関連業務班：環境優良車（低公害車）関連

TEL：03-3359-8461（代表）　FAX：03-3353-5439
◉ 社名・住所・ご連絡先の変更手続き　◉ 再リース、買取、返却等リースアップ時の手続　◉リース料等お支払い関係

安全装置・貨物自動車用ドライブレコーダの選定、調査研究関連

TEL：03-3359-9008　FAX：03-3353-5431
◉ 安全装置等選定事業、ドライブレコーダ選定事業、エコドライブ総合診断事業　◉ 自動車環境講座の申込み他

◉ EMS等環境機器関連
◉ドラレコ、スリープバスター等安全機器関連
◉ その他機器等一般リース

◉ 車両に関するリースのお見積り、ご契約、お問い合わせ
◉ 車両に関する補助金申請等

http://www.levo.or.jp

社会変革と物流脱炭素化促進事業執行グループ

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業

TEL：03-5341-4577　FAX：03-5341-4578　メールアドレス：hojokin@levo.or.jp

TEL：03-5341-4728　FAX：03-5341-4729　メールアドレス：butsuryu@levo.or.jp

TEL：03-3359-8465　FAX：03-3353-5435TEL：03-3359-8536　FAX：03-3353-5430

低炭素型ディーゼル車普及事業執行グループ

＠

emlm
ag
-touroku@
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r.jp

＠
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メールマガジン  登録者募集中!
　　　　自動車運送事業者をはじめとする関係者の方々に、国内外の環
境負荷低減と交通安全に関する情報、新規に開発された環境優良車や国
等の補助制度の情報などを提供するために、メールマガジン（無料）を配信
していますので、是非、登録をお願いします。

詳しくは、ＬＥＶＯホームページをご覧ください。

新規登録のお申し込みは、右記
の登録専用メールアドレスに空
メールを送信ください。自動応答システムにより、登録・ご連絡いたします。

emlmag-touroku@levo.or.jp 

LEVOメルマガ




